
 

 令和６年度 第４回ふじさわ障がい者プラン検討委員会 

 

２０２５年（令和７年）１月２０日（月） 

午前１０時から１２時まで 

藤沢市本庁舎８階８-１、８－２会議室 

 

次  第 

１ 開会 

２ 報告事項 

（1） ふじさわ障がい者プラン２０２６（第６期障がい福祉計画）令和５年度実績

について（資料１） 

 

３ 協議事項 

（1） ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し）障がい者計画モニタリング

 指標について（資料２－１、２－２） 

 

４ その他 

（1） 次期ふじさわ障がい者プラン策定に向けた聞き取り調査及びアンケート調

査について（資料３－１、３－２） 

（2） 令和７年度会議開催スケジュールについて（資料４） 

（3） ケアラー支援条例について（資料５） 

（4） 藤沢市精神保健福祉公開講座について（資料６） 

（5） 地域福祉シンポジウムについて（資料７） 

 

５ 部長挨拶 

 

６ 閉会 

 

【事前配布資料】 

資料１  令和５年度第６期ふじさわ障がい福祉計画モニタリングシート 

資料２－１ ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し）障がい者計画モニ 

  タリング指標（案） 



 

資料２－２ モニタリング指標への委員からの意見・事務局回答 

資料３－１ （次期）ふじさわ障がい者プランの策定に向けた聞き取り調査  

  実施概要（案） 

資料３－２ （次期）ふじさわ障がい者プランの策定に向けたアンケート調査  

  実施概要（案） 

資料４  令和７年度藤沢市障がい者総合支援協議会等 スケジュール（案） 

資料５  ケアラー支援条例公布文 

資料６  藤沢市精神保健福祉公開講座チラシ 

資料７  地域福祉シンポジウムチラシ 

参考   令和６年度第３回藤沢市障がい者プラン検討委員会実施概要 

参考   令和６年度第３回藤沢市障がい者プラン検討委員会会議録（案） 

 

 

【次回開催日程】 

２０２５年（令和７年）５月中旬（予定） 



第6期ふじさわ障がい福祉計画モニタリング

地域共生社会づくりの目標値

１　福祉施設の入所者の地域生活への移行

令和５年度には、次の点を評価・分析します。

（１）入所者定員に対する入所者数

（２）令和５年度末までに地域生活へ移行する人数

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和５年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

（１）福祉施設入所者数 234 人 234 人 229人 245 人 ８人減少 
基準値（令和４年度）の3％以上削

減

グループホームへの移行※1 4 人 2 人 3人

在宅への移行※1 0 人 0 人 1人

※１　福祉施設入所者が地域生活へ移行する人数

２　精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築

（１）保健・医療・福祉関係者による協議の場の設置

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

1 回 2 回 2回 - 2回

10 回 11 回 12回 - 12回

23人移行
基準値（令和４年度）の入所者の

5％以上
（２） 12人移行

藤沢市地域精神保健福祉連絡協議会

精神障がい者地域生活支援連絡会

資料１



（２）入院中の精神障がい者の地域移行に係る事業

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

1 ケース 1 ケース 0 ケース - -

25 ケース 15 ケース 12 ケース - -

28 ケース 29 ケース 24 ケース - -

10 ケース 19 ケース 25 ケース - -

（３）精神障がい者の地域移行関係職員に対する研修に係る事業

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

3 回 4 回 3回 - -

（４）措置入院者及び緊急措置入院者の退院後の医療等の継続支援に係る事業

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

40 人 45 人 46人 -

15 人 13 人 21人 -

8 人 9 人 21人 -

体験利用

地域移行支援

地域定着支援

地域移行と地域定着支援

研修

退院後支援計画対象者数

計画作成申込み

計画作成



（５）精神障がい者の家族支援に係る事業

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

3 回 3 回 3回 - -

58 人 59 人 37 人 - -

4 回 3 回 3回 - -

74 人 67 人 105 人 - -

21 件 25 件 34 件 - -
断酒会（原則毎月１回）、

認知症家族会（毎月１回）

（６）その他、包括ケアシステムの構築に資する事業

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

2 回 3 回 4 回 - 2 回
令和５年度

講演会３回、パネル展示1回

３　地域生活支援拠点等が有する機能の充実

藤沢市では、すでに地域生活支援拠点等に関し、「面的整備型」として整備をしています。

さらなる取組として、次の点をモニタリングします。

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

4 法人 4 法人 4 法人 - 4法人 業務委託契約

116 件 120 件 124 件 - 3,799件

97 件 101 件 105 件 - 3,799件

精神障がい者家族教室開催回数（回）

精神障がい者家族教室参加人数（人）

うつ病家族セミナー開催回数（回）

うつ病家族セミナー参加人数（人）

団体支援事業数（件）

市民向け講演会及びパネル展示等

居室確保事業の実施（法人）

安全・安心プラン作成の相談件数（件）

安全・安心プラン作成件数（件）



４　福祉施設から一般就労への移行等

（１）就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者数※１

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

82 人 77 人 76 人 149 人 108 人
就労移行支援事業利用からの一般就

労移行者数

3 人 6 人 4 人 8 人 4 人
就労継続支援事業A型利用からの一

般就労移行者数

9 人 15 人 17 人 28 人 12 人
就労継続支援事業B型利用からの一

般就労移行者数

※１　福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する福祉施設利用者数

（２）就労定着支援事業の利用率

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

94 人 101 人 102 人 - 121 人

49 人 33 人 30 人 - 70 人

52% 33% 29% 70％以上 58%

※１　福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する福祉施設利用者数

（３）就労定着率８割以上の就労定着支援事業所の割合

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

13 事業所 13 事業所 14 事業所 - -

12 事業所 11 事業所 6 事業所 - -

92% 85% 43% 70％以上 -

一般就労移行者数

就労定着支援事業所数（事業所）

就労定着率８割以上の事業所数（事業所）

就労定着率８割以上の事業所数割合（％）

就労移行支援事業利用

就労継続支援事業A型利用

就労継続支援事業B型利用

一般就労移行者数※１（人）

就労定着支援事業利用者数（人）

利用率（％）



５　相談支援体制の充実・強化等

（１）設置数

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

4 か所 4 カ所 4 カ所 4 カ所 4 カ所

3 か所 3 カ所 3 カ所 3 カ所 3 カ所

1 か所 1 カ所 1 カ所 1 カ所 1 カ所

（２）実績

令和３年度

実績

令和４年度

実績

令和５年度

実績

令和5年度

目標値

令和8年度

目標値
備考

965 件 712 件 912 件 900 件 720 件

165 件 158 件 185 件 150 件 160 件

86 件 129 件 104 件 160 件 120 件

相談支援事業者の人材育成の支援件数

相談機関との連携強化の

取組の実施件数

障がい者地域相談支援センター

専門相談支援事業所

基幹相談支援センター

相談支援事業者に対する

訪問等による専門的な指導・助言件数



障がい福祉サービスの計画見込量と実績

（１）訪問系サービス

令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

人 629 603 643 647 671 707 681 703 724

時間 8,858 9,926 9,056 10,540 9,454 11,919 10,854 11,179 11,515

人 27 28 27 32 28 33 33 34 35

時間 5,138 6,155 5,246 7,067 5,477 8,419 7,012 7,223 7,440

人 93 97 95 95 99 91 105 108 111

時間 2,468 2,118 2,525 2,093 2,637 1,901 2,233 2,300 2,369

人 75 64 77 66 81 61 71 73 75

時間 1,053 803 1,073 902 1,123 849 904 931 959

人 1 0 1 0 1 0 1 1 1

時間 240 0 240 0 240 0 8 8 8

人 825 792 843 840 880 892 891 918 945

時間 17,757 19,001 18,140 20,602 18,931 23,088 21,011 21,641 22,291

（１）日中活動系サービス

　ア　通所・短期入所系

令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

人 956 987 1,003 1,005 1,053 1,089 1,053 1,080 1,108

人日 17,357 18,481 17,704 17,924 18,059 17,225 19,395 19,900 20,405

人 32 27 33 29 33 33 30 30 30

人 220 129 240 209 260 245 200 240 280

人日 1,100 686 1,200 776 1,300 1,221 1,000 1,200 1,400

人 20 12 24 12 28 13 18 21 24

人日 88 56 106 48 123 67 90 105 120

医療型短期入所

（ショートステイ）

サービス名 単位

生活介護

療養介護

福祉型短期入所

（ショートステイ）

見込み量
サービス名

令和３年度 令和４年度 令和５年度
単位

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

令和５年度

訪問系サービス合計

重度障がい者等包括支援

令和３年度 令和４年度

見込み量



　イ　自立訓練

令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

人 19 1 21 1 23 2 2 2 2

人日 224 22 247 15 272 15 15 15 15

人 25 39 30 36 36 73 40 42 44

人日 302 623 363 649 435 994 675 709 744

人 8 14 9 10 10 18 12 12 12

人日 208 372 234 222 260 391 348 348 348

　ウ　就労支援

令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

人 187 187 202 162 222 309 207 214 222

人日 3,179 3,301 3,635 2,992 4,221 4,022 3,732 3,873 4,014

人 83 70 90 58 97 84 77 77 77

人日 1,580 1,372 1,706 1,090 1,843 1,323 1,488 1,488 1,488

人 660 686 706 745 756 929 798 834 870

人日 10,563 11,031 11,302 11,977 12,094 12,626 12,797 13,379 13,962

人 80 97 96 101 130 178 124 129 137

単位
令和３年度 令和４年度 令和５年度

単位
令和３年度 令和４年度 令和５年度

就労継続支援（A型）

就労継続支援（B型）

就労定着支援

自立訓練（機能訓練）

宿泊型自立訓練

就労移行支援

サービス名

自立訓練（生活訓練）

サービス名

見込み量

見込み量



（３）居住系サービス

令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

人 4 0 9 0 13 0 14 14 15

人 375 504 384 507 393 560 525 534 538

人 245 234 245 234 245 233 228 227 226

（４）相談支援

令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

人 1,320 1,452 1,656 1,803 1,950 2,002 1,523 2,566 3,799

人 66 65 72 71 78 80 80 82 82

人 3 0 7 0 12 0 1 1 1

人 3 0 7 0 12 0 1 1 1

令和３年度 令和４年度 令和５年度

令和３年度 令和４年度 令和５年度

地域移行支援

地域定着支援

サービス名 単位

サービス名等 単位

計画相談支援

自立生活援助

相談支援専門員

共同生活援助

（グループホーム）

施設入所支援

※実績（月）は当該年度の３月分の実績です。ただし、計画相談支援、地域移行支援及び地域定着支援につい

ては、当該年度の年間の実績となります。

見込み量

見込み量



地域生活支援事業の計画見込み量と実績

【必須事業】

令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

事業 4 2 4 2 4 2 2 2 2

（２）自発的活動支援事業

団体 424 421 427 423 430 424 433 433 433

％ 86.9 86.6 87.5 86.9 88.1 87.1 88.9 88.9 88.9

か所 8 8 8 8 8 8 8 9 9

人 17 22 17 21 17 22 17 20 20

人 3 2 4 4 5 4 6 7 8

か所 7 7 7 7 7 7 8 8 8

件 9 9 10 10 12 10 9 9 9

件 16 27 18 35 20 35 42 47 52

か所 1 1 1 1 1 1 1 1 1

件 14 9 17 11 20 11 12 12 12

②　成年後見制度法人後見支援事業

単位サービス名

（４）成年後見制度利用支援事業及び成年後見制度法人後見支援事業

②　住宅入居等支援事業

（３）相談支援事業

①　障がい者相談支援事業

従事者数

実施事業所数

主任相談支援専門員

①　成年後見制度利用支援事業

住宅入居等支援事業

報酬助成

法人後見の活動支援

法人後見受任件数

令和３年度 令和４年度

市長申立て件数

令和５年度

避難行動要支援者名簿

避難行動要支援者名簿

（１）理解促進研修・啓発事業

見込み量
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人 23 24 24 24 25 21 26 27 28

人 27 25 28 27 29 26 30 30 30

人 80 72 82 59 84 62 75 81 88

件 760 536 779 495 798 460 675 730 789

人 2 2 2 2 2 2 3 3 3

人 1 0 1 0 1 0 1 1 1

コース 5 5 5 8 5 9 7 7 7

回 120 88 120 148 120 221 160 160 160

人 60 58 90 82 105 124 105 105 105

件 20 31 22 28 24 31 31 34 36

件 38 45 40 38 42 46 45 45 45

件 64 65 66 54 68 66 59 59 59

件 81 64 82 54 83 62 70 75 80

件 1,007 979 1,057 990 1,110 991 1,040 1,060 1,080

件 6 8 6 3 6 8 4 4 4

人 665 555 671 586 678 773 802 814 820

時間 64,505 53,413 65,087 57,020 65,766 57,027 78,017 100,534 101,238

か所 1 1 1 1 1 1 1 1 1

か所 5 5 5 5 5 5 5 5 5

人 110 96 110 96 110 96 100 100 100

介護・訓練支援用具

（８）移動支援事業

重度障がい者等入院時コミュニ

自立生活支援用具

市役所における手話通訳者配置

手話通訳者数

派遣件数
実利用者数

要約筆記者数

延利用件数

講座数

地域活動支援

センターⅢ型

実施か所数

実利用者数

排せつ管理支援用具

実施回数
手話通訳者

養成講座
参加者数

住宅改修費

実利用者数

実施か所数
地域活動支援

センターⅠ型

利用時間数

（５）意思疎通支援事業

（９）地域活動支援センター機能強化事業

（７）日常生活用具給付等事業

情報・意思疎通支援用具

在宅療養等支援用具

（６）手話通訳者養成研修事業

10



令和6年度 令和7年度 令和8年度

計画 実績 計画 実績 計画 実績

人 58 42 60 43 62 43 34 34 34

回 4,205 3,587 4,350 3,553 4,495 3,340 3,200 3,200 3,200

人 140 83 150 26 160 26 160 160 160

人 118 118 118 139 118 140 132 134 136

人 1,285 140 1,295 390 1,305 412 400 400 400

人 105
コロナの影響によ

り中止
110 87 115 87 100 100 100

人 110 117 115 155 115 170 163 166 167

回 5,973 6,856 6,245 9,673 6,245 12,943 12,450 25,232 25,384

（１）訪問入浴サービス

単位

【任意事業】

令和３年度

①ボランティア（奉仕員）養成研修事業

ボランティア（奉仕員）

養成研修講座参加者数

②点字・声の広報等発行事業

点字・声の広報等発行物登

利用者数

利用回数

利用回数

実利用者数

神奈川県障がい者

スポーツ大会参加者数

③スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

太陽の家体育館延利用者数

（自主事業のみ）

令和４年度 令和５年度
サービス名

見込み量

（３）日中一時支援事業

（２）社会参加促進事業

11



ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し） 障がい者計画　モニタリング指標（ＫＰＩ（ 重要業績評価指標））(案）

　　　【基本目標】　　　　　　　１　尊厳を守り合う社会づくりの推進【共生の基盤づくり】
　　　【施策の柱】　　　　　　　１－１　共生のための環境づくり
　　　【施策の方向性】　　　　(1)障がい理解と心のバリアフリーの促進　(2)合理的配慮の提供の推進
　　　【聞き取り調査結果】　周囲から認識されにくい障がいに対する理解が不足している

事業番号1

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

精神障がいや発達障がい、内部障が
いといった周囲から認識されにくい
障がいがある人や障がいへの理解
促進を強化

【活動指標】
障がいへの理解を促進する講演会
等の開催

【評価基準】
講演会等事業の実施回数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
障がいに理解関心がない人たちに
対する障がい理解への参画の促進

【評価基準】
事業への参加者数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
差別を受けた経験のある障がい者
の割合（発達障がい者30.8％、精神
障がい者18.5％）の減少

障がい特性や生活のしづらさを理解
し、支援できる。
周囲から認識されにくい障がいへの
理解の促進が図られる。

一般層も参加したくなる各種イベン
トを検討していくとともに、事業実施
時に一般層の参加者数や意見を抽
出できるアンケートを作成していく。
また他団体との連携をとり共生のた
めの環境づくりを目指す。

事業番号2

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

精神障がいや発達障がい、内部障が
いといった周囲から認識されにくい
障がいがある人や障がいへの理解
促進を強化

【活動指標】
心のバリアフリー講演会を開催す
る。
心のバリアフリーハンドブック、藤沢
バリアフリーマップを配布する。

【評価基準】
講演会開催回数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
一般市民に対する障がい理解向上、
事業参画の促進

【評価基準】
講演会参加人数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
差別を受けた経験のある障がい者
の割合（発達障がい者30.8％、精神
障がい者18.5％）の減少

障がい特性や生活のしづらさを理解
し、支援できる。

障がい当事者からの声が届くような
講演を計画します。一般層にも参画
を促すイベント等を検討。併せて一
般層の参加者数・意見をアンケート
で抽出する。またR7デフリンピック
に向け、PRの際は周囲から認識され
にくい障がいについて啓発する。

心のバリアフリーハンドブックは現
状小学校へのデータ配布に留まって
いる。設置場所やハンドブックの内
容を再検討。

事業番号22

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

障がい者虐待防止センターにおいて
虐待認定した事業所には研修等へ
の取組を支援するとともに、養護者
虐待の防止を図るための養護者を
孤立させない仕組みづくりに向けた
普及啓発活動に取り組む

【活動指標】
事業所等による虐待を認定した際は
市が介入し、虐待防止委員会の開催
等の対応に向けた指導を行う。

【評価基準】
虐待認定件数
指導件数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
事業所において、虐待が起きた際や
未然の防止として適切な対応ができ
る体制が構築される。

【評価基準】
虐待事案発生件数に対する虐待防
止委員会の開催割合

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【実績値】
虐待対応件数（R1:18件、R2:21件、
R3:24件、R4:37件）の減少

障がい者の虐待を防止する。 支援者に対する理解の促進と予防
策の普及啓発を行うとともに、一般
市民への周知を行い、「虐待」が起
こっているという認識を知らせてい
くことで、虐待の発生を減らす効果
を狙います。

障がい者虐待防止センターの運営

資料2－１

障がい理解の普及・啓発の推進

心のバリアフリー推進事業

①施策の柱・調査結果等

精神障がいや発達障がい、内部障がいといった周囲から認識されにくい障がいがある人や障がいへの理解促

進を強化

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

障がい者虐待防止センターにおいて虐待認定した事業所には研修等への取組を支援するとともに、養護者虐

待の防止を図るための養護者を孤立させない仕組みづくりに向けた普及啓発活動に取り組む

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 １ 尊厳を守り合う社会づくりの推進【共生の基盤づくり】 【基本目標】

【施策の柱】 １－2 権利擁護の推進

【施策の方向性】 (1)差別解消と虐待防止の推進 (2)意思決定支援の推進

【聞き取り調査結果】 令和元年以降虐待対応件数が増加している

①施策の柱・調査結果等



ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し） 障がい者計画　モニタリング指標（ＫＰＩ（ 重要業績評価指標））(案）

事業番号38

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

市内において相談先がなく孤立して
いる障がい者や要意思決定支援者
のような要相談支援者層の孤立・不
安解消等に向けたアウトリーチ、相
談支援体制の拡充

【活動指標】
要相談支援者層の孤立・不安解消

【評価基準】
・計画相談支援の普及啓発・利用促
進
・委託相談支援の相談件数（事業所
相談除く）

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
計画相談の増

【評価基準】
計画相談支援支給決定者数
（障がい児・障がい者別）

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【実績値】
主な支援者が病気や不在のときに、
代わりの支援者がいないと回答した
割合：36.1％の低下

相談支援の普及による適切な福祉
サービスの提供及び孤立防止を図
る。

基幹相談支援センター、地域相談支
援センター、専門相談支援セン
ター、指定一般、指定特定相談支援
事業所の役割を明確にしつつ、連携
を強化するよう取り組みます。
相談支援の強化を図るため、事業所
設置、相談員の増員となる取り組み
を検討していく旨を記載します。

事業番号48

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

入所・入院先などからの地域生活へ
の移行や相談支援、一時宿泊等の支
援拡充

【活動指標】
障がい者総合支援協議会による日
中サービス支援型グループホームの
評価

【評価基準】
実地調査件数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
障がい者総合支援協議会として、事
業所運営方針や体制に対する意見・
提案を出す。

【評価基準】
協議会から意見・提案を出した事業
所数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

施設の支援力が強化される（有資格
者の配置、研修体制、地域資源等と
の連携体制等）

受入実績の増
うち区分５、６の実人数の増

障がい者の重度化・高齢化に対応す
るために創設された日中サービス支
援型共同生活援助により、地域生活
支援の中核的な役割を担う。

地域ニーズに応じたサービス提供が
叶うよう、障がい者総合支援協議会
にて各事業所へ意見、要望を提示し
ます。

事業番号54

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

福祉の仕事に関心のある人たちに
向け、藤沢市の障がい福祉事業所等
の認知度増加

【活動指標】
任意団体の会議開催や運営に協力
し、必要な啓発動画・グッズや、イベ
ントの企画、実施

【評価基準】
団体間でイベントが共催され、活動
を担う人材等の育成・確保される。
人手募集の共催事業の開催

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
市内の福祉人材増加
福祉人材の説明会の開催

【評価基準】
事業者参加数
合同説明会参加者数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

事業所の従事者数の確保

マンパワー不足による、使いたい時
にサービスを使えない状態の解消

福祉に関心のある人たちに向け、各
団体の認知度を上げていくことによ
り、新規人材の確保につなげる。

-

福祉人材の確保

計画相談支援・障がい児相談支援事業の推進

日中サービス支援型共同生活援助（グループホーム）の評価

市内において相談先がなく孤立している障がい者や要意思決定支援者のような要相談支援者層の孤立・不安解消等に向けたアウトリーチ、相談支援体制の拡充

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ２ 支援体制の強化【支援の基盤づくり】

【施策の柱】 ２－１ 相談支援の強化

【施策の方向性】 （１）福祉情報・相談窓口の利便性の向上 （２）相談支援体制の拡充 （３）計画相談支援・障がい児相談支援の推進

【聞き取り調査結果】 主な支援者が病気や不在のときに、代わりの支援者がいないと回答した割合が36.1％

①施策の柱・調査結果等

入所・入院先などからの地域生活への移行や相談支援、一時宿泊等の支援拡充

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ２ 支援体制の強化【支援の基盤づくり】

【施策の柱】 ２－２ 連携による支援体制の強化

【施策の方向性】 （１）横断的な協議体制の確保 （２）地域における支援体制の構築

【聞き取り調査結果】 障がい種別や程度に関わらず地域生活を継続していくための体制整備が重要。また国の動向として地域における支援拠点として共同生活援

助の体制強化が位置付けられている。

①施策の柱・調査結果等

福祉の仕事に関心のある人たちに向け、藤沢市の障がい福祉事業所等の認知度増加

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ２ 支援体制の強化【支援の基盤づくり】

【施策の柱】 ２－３ 支援・サービス提供体制の確保

【施策の方向性】 （１）サービス提供施設・事業所の充実 （２）支援人材の育成・確保

【聞き取り調査結果】 障がい福祉業界全体の人材の高齢化やマンパワー不足

①施策の柱・調査結果等



ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し） 障がい者計画　モニタリング指標（ＫＰＩ（ 重要業績評価指標））(案）

事業番号57

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

多様な障がいへの認識を深め、一人
ひとりの状況に応じ、チームアプ
ローチを基本とした支援を充実

【活動指標】
発達障がい者相談支援事業の地域
展開

【評価基準】
発達障がいの周知・啓発
相談支援事業の拡充

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
発達障がい者相談支援事業所の相
談実績
日中活動の実績
発達障がいに関する協議・取組の状
況（相談内容の分析、検討）

【評価基準】
発達障がい者相談支援事業所の相
談件数の増

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
希望する福祉サービスが利用できな
かった経験があると答えた方は障が
い者調査は15.4%、障がい児調査で
は39.8%。そのうち、発達障がい者
や在宅で支援区分の高い人の回答
割合が高い。
↓
以上回答者のうち発達障がい児者
の割合減少

発達障がい児者への幅広い障害福
祉サービス提供

広域的支援人材と連携し、発達障が
いに関する専門的な研修等を実施
し、支援力向上に努めていきます

事業番号66

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

多様な障がいへの認識を深め、一人
ひとりの状況に応じ、チームアプ
ローチを基本とした支援を充実

【活動指標】
重度障がい者の受け入れをしている
事業者へ助成

【評価基準】
事業所数の増

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
重度障がい者相談支援事業の利用
促進
専門的支援ができる人材の育成と
確保

【評価基準】
事業利用者数、事業実施日数の増

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
希望する福祉サービスが利用できな
かった経験があると答えた方は障が
い者調査は15.4%、障がい児調査で
は39.8%。そのうち、在宅で支援区
分の高い人の回答割合が高い。
↓
以上回答者のうち重度重複障がい
児者の割合減

重度障がい児者への幅広い障がい
福祉サービスの提供

支援困難な当事者への支援のため、
支援員の人材育成に関する視点を
常に持ち、支援力向上に努めていき
ます。

事業番号84

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

短期入所・日中一時支援・移動支援
等のサービスを拡充し、家族介護者
の負担軽減に資する制度整備

【活動指標】
メディカルショートステイの支援体制
の拡充

【評価基準】
事業化・制度改正等によりサービス
実施事業者の増加を図る

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
医療的ケア対象者のメディカル
ショートステイ実施回数

【評価基準】
メディカルショートステイ実施利用者
数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
・医療的ケアの必要な重度障がい者
等に対応した福祉サービスが不足し
ていることから、介護者の負担の増
↓
介護者（家族等）の負担軽減

本人の障がい特性や生活状況に応
じた障がい福祉サービスの展開及
びこれによる支援者支援の充実

ー

事業番号92

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

住宅確保要配慮者支援などについ
て、関連部署との連携

【活動指標】
住宅確保要配慮者に対して、安定的
に住まいを確保できる環境づくりや
仕組みづくり

【評価基準】
住宅確保要配慮者の住宅確保支援

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
居住支援協議会への障がい福祉部
門の参画

【評価基準】
居住支援協議会等の障がい福祉部
門参加件数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【調査結果】
親なき後の生活の場、医療的ケアの
必要な重度障がい者等及び発達障
がい者に対応した生活の場が不足
している。
↓
住宅確保要配慮者の住まいが確保
される。

本人の希望に沿った生活の場の提
供

希望に沿った生活の場の提供が叶
うよう、居住支援協議会などを通じ、
ともに課題を解決できる関係づくり
に努めます。

住宅確保要配慮者に対する支援の充実

個別支援事業

発達障がい者への支援体制の充実

メディカルショートステイ事業

多様な障がいへの認識を深め、一人ひとりの状況に応じ、チームアプローチを基本とした支援を充実

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ３ 地域での生活を支える支援の充実【日常生活の支援】

【施策の柱】 ３－１ 一人ひとりの必要に応じた支援の推進

【施策の方向性】 （１）様々な障がい等に応じた支援の充実 （２）重度障がいに対応した支援基盤の充実 （３）障がい当事者の高齢化への対応

【聞き取り調査結果】発達障がい、医療的ケアが必要な重症心身障がいのある人の福祉サービスが不足

①施策の柱・調査結果等

短期入所・日中一時支援・移動支援等のサービスを拡充し、家族介護者の負担軽減に資する制度整備

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ３ 地域での生活を支える支援の充実【日常生活の支援】

【施策の柱】 ３－２ 障がい福祉サービス等の充実

【施策の方向性】 （１）障がい福祉サービスの充実 （２）その他の福祉サービスや事業との連携 （３）家族の支援

【聞き取り調査結果】支援者の年齢が高齢化している

①施策の柱・調査結果等

住宅確保要配慮者支援などについて、関連部署との連携

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ３ 地域での生活を支える支援の充実【日常生活の支援】

【施策の柱】 ３－３ 暮らしの場の確保支援

【施策の方向性】 （１）住まいの確保支援 （２）入所施設等の整備 （３）住宅改良の支援

【聞き取り調査結果】親なき後の生活の場、医療的ケアの必要な重度障がい者等及び発達障がい者に対応した生活の場が不足

①施策の柱・調査結果等

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定



ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し） 障がい者計画　モニタリング指標（ＫＰＩ（ 重要業績評価指標））(案）

事業番号98

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

母子保健事業と児童発達支援セン
ター、児童発達支援事業所、保育園、
幼稚園、発達支援に係る専門機関等
と連携して、障がいや発達に心配の
ある未就園児の相談・支援体制の充
実を図り、早期対応

【活動指標】
保護者本人からの子育て・育児相談
と合わせて、保育園、幼稚園及び乳
幼児健診等との連携により、発達課
題のある子供に関する相談に対応

【評価基準】
子どもの発達課題に関する新規相
談実人数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
こどもの発達にかかわる相談実績

【評価基準】
こども家庭センターにおける子ども
発達相談の個別専門相談実人数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

専門的な相談や助言ができる相談
支援体制の充実やネットワークづく
りを進める

子どもの発達特性に応じた支援を受
けることで、保護者が安心して子育
てに取り組むことができる

障がいの早期発見や早期対応によ
り、保護者が安心して子育てできる
ようにする

ー

事業番号102

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

学校生活を通じて、障がいの有無に
かかわらず、互いの個性を認め、共
に過ごすインクルーシブ教育

【業績指標】
特別支援学級（小学校23校、中学校
15校）の運営、特別支援学級の開設
への検討

【評価基準】
特別支援学級配置校数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【活動指標】
特別な教育的支援を必要とする児
童・生徒のニーズに応じた教育環境
を整備

【評価基準】
特別支援学級生徒数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

障がい特性にかかわらない教育環
境の整備

ともに学び、ともに育つ環境を整え
ることで、共生社会の実現をめざす。

障がいの有無や個々の違いを認め
ながら共に教育を受けることで、共
生社会の実現をめざす

自立支援協議会に参画する等、他分
野と連携し、地域づくりの取り組を
推進することを記載します。

事業番号107

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

成長に応じた発達支援の充実に関し
て児童発達支援センターの機能強
化を中心に障がい児支援の質の向
上など

【活動指標】
児童発達支援センターが地域の事
業所と連携することで、障がい児の
支援体制の整備を行う。

【評価基準】
事業所連絡会回数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
地域の障がい児通所支援事業所と
の連携強化及び地域全体の支援の
質の向上

【評価基準】
事業所連絡会の事業所参加数
児童発達支援事業所や、保育所等訪
問支援事業所向けの研修回数及び
研修受講者数・参加事業所数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

療育について十分な支援がうけられ
ているかについて、「十分・おおむね
十分」が７３．４％
↓
児童発達支援センターの機能を強
化し地域の中核的役割を担う機関と
なることで、地域を含めた重層的な
支援体制を整備し、療育について十
分な支援が受けられる

障がい児支援の質が向上すること
で、子どもの健やかな成長に向けた
支援を充実させる

ー

児童発達支援センターの機能強化

子ども発達相談

特別支援教育の充実

母子保健事業と児童発達支援センター、児童発達支援事業所、保育園、幼稚園、発達支援に係る専門機関等と連携して、障がい

や発達に心配のある未就園児の相談・支援体制の充実を図り、早期対応

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ４ 子どもの育ちを支える支援の充実【療育・教育等】

【施策の柱】 ４－１ 障がいの早期発見と乳幼児期における発育・発達支援の充実

【施策の方向性】 （１）障がいの早期発見・早期対応の推進 （２）保育・療育の充実

【聞き取り調査結果】相談支援の充実のために専門的な相談や助言ができる人材が必要であることが65.6％である課題

①施策の柱・調査結果等

学校生活を通じて、障がいの有無にかかわらず、互いの個性を認め、共に過ごすインクルーシブ教育

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ４ 子どもの育ちを支える支援の充実【療育・教育等】

【施策の柱】 ４－２ 学齢期における教育等支援体制の充実

【施策の方向性】 （１）学校教育の充実 （２）様々な学びや体験機会の充実

【聞き取り調査結果】医療的ケア児や行動障がいといった障がい特性に配慮した療育・教育環境が不足している

①施策の柱・調査結果等

成長に応じた発達支援の充実に関して児童発達支援センターの機能強化を中心に障がい児支援の質の向上など

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ４ 子どもの育ちを支える支援の充実【療育・教育等】

【施策の柱】 ４－３ 切れ目のない障がい児支援の充実

【施策の方向性】 （１）成長に応じた発達支援の充実 （２）障がい児支援サービスの充実 （３）子育ての支援

【聞き取り調査結果】療育について十分な支援がうけられているかについて、「十分・おおむね十分」73.4％の課題

①施策の柱・調査結果等



ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し） 障がい者計画　モニタリング指標（ＫＰＩ（ 重要業績評価指標））(案）

事業番号137

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

就労等への参加・活躍支援の推進 【活動指標】
就労事業所に係る会議体・研修会等
による意見交換、支援スキルの向上

【評価基準】
以下開催件数
・就労事業所連絡会
・SEJA
・就労支援部会

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
就労選択支援の相談件数（１７才以
下）※新規事業のため件数は未推計

【評価基準】
新規事業のため事業開始後検討

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

多様な就労ニーズと本人の強みを踏
まえた選択支援が行われ、就労でき
る支援体制が構築される。

※就労選択支援は令和７年度事業
開始予定のため既存実績なし

障がい者の就労を支援する。 就労選択支援は全国的な新規事業
であるため、支援者間での提供ノウ
ハウの共有、ブラッシュアップの協議
が重要になる。この実施機会を評価
する。

事業番号146

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

市民・各種活動団体等と連携し、生
涯学習事業等への参画を促進

【活動指標】
企画を検討する。また企画にあたる
意見・要望の集約を実施する。

【評価基準】
事業企画の実施数、検討回数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
活動指標のプロセスを通した企画が
実際に実施される。

【評価基準】
障がいのある人の参加者数の増加

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

障がい地域活動（余暇：文化・スポー
ツ活動など）に参加している人の割
合（11.1％）の増加

障がい児者がスポーツや地域活動、
生涯学習等に積極的に参加、参画で
きる環境を整備する。

様々な地域活動の企画・運営にあ
たってインクルーシブな目線が常に
前提におかれる意識が地域におい
て醸成される効果をねらう。

事業番号158

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

情報入手・意思疎通に関する障がい
種別の困りごとに対応した支援・支
給が確保される

【活動指標】
日常生活用具の新規・変更の見直し
を行う。

【評価基準】
見直し件数
（ニーズに応じた柔軟な見直しの対
応を評価）

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
日常生活用具対象品目数の増加（情
報受発信の支援策、選択肢の増加）

【評価基準】
日常生活用具支給件数
（多様な選択肢の用意を評価）

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
地域生活を行う上で必要な支援とし
て、「障がい者が入手しやすい情報
の発信の工夫」の回答は障がい支援
区分の高い人で多くなっている。
↓
以上回答割合の減

情報の受発信や意思疎通を支援す
る。

日常生活用具対象品目の見直しを
進める中で必要な当事者ニーズの
抽出及び事業化に至るプロセスが
より円滑化・合理化される効果をね
らう。
また見直し、変更後の情報受発信方
法について、必要とする方へ広く周
知できるよう検討する。

日常生活用具の充実

就労選択支援の効果的な運用

生涯学習事業などへの障がい者への参画

就労等への参加・活躍支援の推進

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ５ 社会参加を支える支援の充実【参加・活躍の支援】

【施策の柱】 ５－１ 就労等への参加・活躍支援の推進

【施策の方向性】 （１）就労支援体制の充実

【聞き取り調査結果】 障がい者の就労希望として一般雇用・障がい者雇用・福祉的就労がそれぞれ３０％前後となっており、働き方のニーズ多様化

①施策の柱・調査結果等

市民・各種活動団体等と連携し、生涯学習事業等への参画を促進

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ５ 社会参加を支える支援の充実【参加・活躍の支援】

【施策の柱】 ５－２ 様々な活動への参加促進や支援

【施策の方向性】 （１）文化・スポーツ活動の充実 （２）様々な活動への参加促進 （３）当事者・家族団体等の活動支援

【聞き取り調査結果】 地域活動に「参加している」人は20.9％、地域活動（余暇：文化・スポーツ活動など）に参加している人の割合は11.1％

①施策の柱・調査結果等

情報入手・意思疎通に関する障がい種別の困りごとに対応した支援・支給が確保される

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ５ 社会参加を支える支援の充実【参加・活躍の支援】

【施策の柱】 ５－３ 活動の手段や環境の確保

【施策の方向性】 （１）外出・移動支援の充実 （２）情報の受発信支援

【聞き取り調査結果】 障がい種別・程度に関わらず情報が受発信できる工夫の課題

①施策の柱・調査結果等



ふじさわ障がい者プラン２０２６（中間見直し） 障がい者計画　モニタリング指標（ＫＰＩ（ 重要業績評価指標））(案）

事業番号168

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

健康増進・リハビリ・医療的ケア等の
医療体制に関する支援環境の整備

【活動指標】
医療と福祉の体制間の橋渡しを行う
会議体の設置

【評価基準】
会議体数
会議体の新設・再編等見直しの進捗

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
重度、難病、医療的ケアに対応する
在宅医療、在宅看護、短期入所、メ
ディカルショートステイ等の活用相
談

【評価基準】
相談実施件数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
医療的ケアが必要な人の「受診の際
困っていること」について、移動手
段、付き添い人の不在、専門機関が
ない等の回答が多い。
↓
在宅医療、在宅看護、短期入所、メ
ディカルショートステイ等の相談件
数、実施回数の増

保健医療体制が拡充することで在宅
支援が充実し、当事者が住み慣れた
まちで地域生活を送ることが可能に
なる。

在宅医療が拡充した裏付けとして、
拡充前は入院・入所が必須だった要
支援者層の地域移行・地域定着数を
併せて注視する。
ケアラー条例の成立に伴い、地域に
おける体制整備を進める。

事業番号180

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

災害時、感染症拡大時、その他緊急
時の支援や事前の備えが地域に普
及する

【活動指標】
安全・安心プランの作成及び推進策
の実施

【評価基準】
安全・安心プラン関連施策の実施件
数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
安全・安心プランの普及

【評価基準】
安全・安心プランの累計作成件数

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
火事や災害時において周囲に支援
を求めるときの困りごとは「誰に支
援を求めればいいかわからない」が
47.7％
↓
上記回答率の減

「安全・安心プラン」の作成を推進す
ることで、障がいのある人の個々の
状況把握を踏まえ、関係課と連携し
た防災対策や避難対策に活用して
いきます。

プランの作成過程において地域の
人的ネットワークの構築、見直しを行
う機会につながる効果を期待する。
要配慮者利用施設における避難確
保計画については、現在ありかたを
検討しているため、本計画では評価
対象といたしません。

事業番号184

②KPIの方針（上記）
③活動指標

（②の実現に向けて）
④業績指標（活動指標の細分化） ⑤　③～④の取組で見込む効果

⑥どうなったらよいか？
（藤沢市で実現をめざすもの）

【補足】事業実施上の留意事項

年金や手当、給付金の支給、各種減
免制度等の支援策を通じた経済的
自立の実現・継続の支援

【活動指標】
総合支援協議会や就労移行・就労継
続支援事業所等連絡会の場を活用
し、利用者の工賃向上に向けた取組
を推進します。

【評価基準】
・会議体の開催回数
・工賃向上策取り組みの回数（事業、
イベント等）

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【業績指標】
工賃向上

【評価基準】
就労系サービス利用者数
月当たりの平均工賃

【実績推移】
R6年度：
R7年度：
R8年度：

【前回調査】
今後の生活で不安に感じていること
で「生活費」と回答した人は障がい
者調査で43.6%、障がい児調査で
39.8%
↓
生活費の不安を示す回答の減

経済的自立の実現・継続を支援する
ため

ー

就労系サービスの工賃向上

医療的ケアが必要な人などへの各種制度等活用支援

要配慮者利用施設の避難確保計画

健康増進・リハビリ・医療的ケア等の医療体制に関する支援環境の整備

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ６ 生活の安心を支える社会づくり【安心の基盤づくり】

【施策の柱】 ６－１ 保健医療体制の確保

【施策の方向性】 （１）健康増進・リハビリの推進 （２）受診しやすい医療体制の確保 （３）医療的ケアと家族への支援環境の整備

【聞き取り調査結果】 保健医療体制の充実、受診にあたる移動・介護等の課題

①施策の柱・調査結果等

災害時、感染症拡大時、その他緊急時の支援や事前の備えが地域に普及する

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ６ 生活の安心を支える社会づくり【安心の基盤づくり】

【施策の柱】 ６－2 緊急時対応・災害対策等の強化

【施策の方向性】 （１）緊急時支援の確保 （２）災害対策・感染症対策の強化

【聞き取り調査結果】 災害時等における支援、孤立、避難判断等の不安

①施策の柱・調査結果等

年金や手当、給付金の支給、各種減免制度等の支援策を通じた経済的自立の実現・継続の支援

②KPIの方針

以上のことから、

特に重点的な目標を抽出

（KPI)

Ⅱ

活

動

・

評

価

の

設

定

Ⅰ

目

標

の

設

定

【基本目標】 ６ 生活の安心を支える社会づくり【安心の基盤づくり】

【施策の柱】 ６－３ 経済的な支援

【施策の方向性】 （１）経済的な支援

【聞き取り調査結果】 生活費に係る当事者・家族の不安課題

①施策の柱・調査結果等



モニタリング指標への委員からの意見・事務局回答

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・ご意見への回答

鈴木委員

④業績指標　【評価基準】の追加

一般層の所属（学生、会社員、教員など）、年代、どの

ような内容に興味があるかアンケートを行う

一般層の所属や年代を把握することで、障害に関してど

んな人がどのような内容に興味を持っているかを知り、

アプローチの仕方や開催する内容を考える

留意事項に追記

留意事項として、一般層も参加したくなる各種イベントを

検討していくとともに、事業実施時に一般層の参加者数や

意見を抽出できるアンケートを作成します。

都築委員

④業績指標　【評価基準】の追加

地域活動団体との共催事業数及び参加者数

講演会だけでは、界隈の人にだけの啓発に留まることも

多いように思う。共生社会という意味での一般層への啓

発を目指すのであれば、それ以外のツールなどの評価も

検討出来ないでしょうか。自治会町内会や民生委員、地

区社協等の地域の活動団体とのコンタクトなどは数値の

評価の対象にはならないのでしょうか？この事業番号以

外のところでの取り組みになるのでしょうか？

留意事項に追記

この基本目標では取り扱っていませんが、社会福祉協議会

と連携しボランティアの育成と活動支援を行ったり、障が

いのある人の地域活動への参加を促進事業など地域活動団

体との連携を行っています。

留意事項として、他団体との連携をとり共生のための環境

づくりを目指すことを記載します。

松井委員

④業績指標　【業績指標】の修正

（修正前）障がいに特段の理解・関心がない層の市民に

対する障がい理解への参画の促進

（修正後）障がいに理解関心がない人たちに対する障が

い理解への参画の促進

④業績指標　【評価基準】の追加

・一般層の参加者数（日頃障がいと関わりがない層）

・障がい理解の促進を図るには、既に一定の障がい理解

を有する当事者や支援者層だけでなく、これらの層と比

較し障がい理解の度合いが低いものと推察される一般層

に対して啓発を図ることで、施策の柱及び事業番号１に

掲げる目標達成に近づくと考えたため。

業績指標の修正・留意事項に追記

留意事項として一般層が参加しやすい各種イベントを検討

していくとともに、事業実施時に一般層の参加者数や意見

を抽出できるアンケートを作成します。

野村委員

「障がい者への理解を促進する講演会」とあるが、それ

はどのようなものなのかを明記することはできないか。

理解促進、啓発活動を有識者や支援者でなく当事者から

されることが望ましいと思われます。

留意事項に追記

講演会実施時に障がい当事者からの声が届くような内容と

なるよう、留意事項として記載します。

事業番号２　心のバリアフリー推進事業

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

鈴木委員

④業績指標　【評価基準】の追加：一般層の所属（学

生、会社員、教員など）、年代、どのような内容に興味

があるかアンケートを行う

ヘルプカードの更なる周知

ヘルプカードの更なる周知やストラップ型ヘルプカード

を携帯してもらうことにより、目では伝わりにくい障が

い理解を深めるとともに偏見や差別をなくすことに繋げ

る

留意事項に追記

留意事項として一般層が参加しやすいから各種イベントを

検討していくとともに、事業実施時に一般層の参加者数や

意見を抽出できるアンケートを作成します。また令和7年

度はデフリンピック等が開催されることから、PRなどを

行う際に、目では伝わりにくい障がいについて啓発してい

きます。

ヘルプマーク、ヘルプカードを多く人に知れ渡ることで、

障がい理解の広がりにもつながる。現状、広報等を活用

し、周知・啓発しているが、それ以上にできることはない

か検討していきます。

林委員

③活動指標　【活動基準】の追加

冊子の配布

④業績指標　【評価基準】の追加

冊子の設置場所数、冊数

市役所や公民館、コーヒーショップなどに設置して気軽

に手に取って、目を通してもらう。

障害の特性を理解するきっかけになればよい。

留意事項に追記

現在、心のバリアフリーハンドブックは小学校にデータを

配布するに留まっております。また作成していから時間が

経過しているので、設置場所の新たな設置、配置場所を検

討するとともに、ハンドブックの刷新も検討する

松井委員

③活動指標　【活動基準】の追加

ハンドブックやマップの活用

③活動指標　【評価基準】の追加

・配布先へのこの事業の目的を知ってもらうための文書

の作成

④業績指標　【業績指標】の追加

ハンドブックやマップの活用の状況

④業績指標　【評価基準】の追加

・配布先の活用のに関するアンケートの実施（実態調

査）

④（松井委員）資料3に記載されているハンドブックや

マップに関する取り組みを追記しました。

留意事項に追記

現在、心のバリアフリーハンドブックは小学校にデータを

配布するに留まっております。また作成していから時間が

経過しているので、留意事項として設置場所の新たな設

置、配置場所を検討するとともに、ハンドブックの刷新も

検討することを記載します。

（新規追加）事業番号8　障がい者への合理的配慮についての検討

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

林委員

新規事業の追加

「中間見直しにおける重点推進項目」に含まれている１

－１　（２）　合理的配慮の提供の推進のため、事業を

追加。

また、障がい者当事者にしかわからない不便さを訴える

小さな声にも配慮してほしい。

変更点なし

現在、合理的配慮に関する情報収集は差別解消審議会で取

り扱っていますが、個人情報を含むことから情報発信まで

は至っておりません。

業績指標の情報収集回数などで確認することとあります

が、お示しすることが難しいです。

そのため、事業として取り組んでいくものの、モニタリン

グ指標としての取り扱うことは行いません。

施策の柱１－２　権利擁護の推進

事業番号２２　障がい者虐待防止センターの運営

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

松井委員

③活動指標　【評価基準】の追加

養護者・使用者による虐待認定に関する③③活動指標

【評価基準】　【活動基準】を追記する。

④業績指標　【業績指標】の追加

虐待防止法が求める内容について、養護者・使用者の理

解が進むような仕組みが構築される。

④業績指標　【評価基準】の追加

虐待防止法に関する理解度について、養護者・使用者向

けのアンケート調査等を実施する

④この表の施策の方向性には、養護者虐待の記載のみが

記載されていることから、事業者のみならず養護者・使

用者に関する内容も併記しました。

変更点なし

施策の方向性では記載はしていませんが、養護者、使用者

の虐待について、本事業では取り扱っております。そのた

め、次期プラン策定時には記載するよう検討します。

野村委員

なぜやるのか→障がい者の虐待を防止する、とあるが取

組と達成度については、「虐待を認定した際は」「虐待

が起きた際は」とも書かれていて、「防止」と「虐待が

起きた場合の対応」が混同している？

虐待防止という目的のため、「虐待が起きた際や未然の防

止として適切な対応ができる体制が構築されること」を事

業の達成度とし、その達成度を図るため「虐待事案発生件

数に対する虐待防止委員会の開催割合」の推移を業績指標

としてします。

基本目標１　尊厳を守り合う社会づくりの推進【共生の基盤づくり】

施策の柱１－１　共生のための環境づくり

事業番号１　障がい理解の普及・啓発の推進

資料２－２



基本目標２　支援体制の強化【支援の基盤づくり】

施策の柱２－１　相談支援の強化

事業番号３８　計画相談支援・障がい児相談支援事業の推進

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

鈴木委員

④業績指標　【評価基準】の追加：計画相談支援専門員

数

計画相談支援専門員の人材確保も事業達成の取り組みの

一つと考える

変更点なし

計画相談専門員の人材確保が相談支援の強化につながると

考えます。しかし、資格を有していても実際に相談に従事

する人数が異なる実情があることから、画相談支援専門員

の人数の推移を業績指標として取り扱いません。

都築委員

セルフプラン層の計画作成に関しては、作成後の業務

（モニタリング・ケース会議等）までを含めるのか？

専任の相談員数や相談員一人が担える件数（計画を作成

するだけでなく、モニタリングやケース会議など、計画

作成後の業務の煩雑さの現状を加味する必要もあるの

で）はどのように評価するのか。事業番号38とどのよう

に繋げるのかを伺いたいです

現プラン見直し時の調査により「利用者が自分に適した事

業所・サービスを選択するための情報が不足している」、

「計画相談のサービス量・質ともに不足している」との意

見があり、重点推進項目として計画相談支援・障がい児相

談支援の推進が挙げれました。

計画相談の支援を推進し、適切な福祉サービスの提供を目

的として、計画相談支援支給決定者数の推移を業績指標と

して取り扱います。

松井委員

この地域は支援対象者に対する相談員の不足を長年課題

としていることから、指標とする計画相談支援支給決定

者数の増加に関する手立ては、事業所の運営法人への協

力（事業所の設置・相談員の増員）を求める取組み無し

には考えられないのでは。

留意事項に追記

留意事項に相談支援の強化を図るため、事業所設置、相談

員の増員となる取り組みを検討していく旨を記載します。

野村委員

事業は「計画相談支援」と「障がい児相談支援」がある

が、「当事者本人（成年）」と「障がい児（親御さん

等）」の相談事業を一緒にしているが、これは分けて別

ものとする方がよくはないか？

業績指標に追記

障がい者（１８歳以上）、障がい児（１８歳未満）と分け

て利用者数の推移をみることで、より詳細な分析ができる

ことから、業績指標に追加します。

施策の柱２－２　連携による支援体制の強化

事業番号４8　日中サービス支援型共同生活援助（グループホーム）の評価

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

鈴木委員

④業績指標　【評価基準】の追加：当事者目線での評価 グループホーム入居者から当事者目線での評価も加える

と入居者の満足度も知ることができる

変更点なし

総合支援協議会による日中サービス支援型GHの評価に際

し、事業者から実施報告を提出いただいています。しか

し、満足度等の入居者からの報告事項は現在提出を求めて

おりません。そのため、協議会へ報告事項の追加の検討を

お願いしますが、業績指標としては取り扱いません。

都築委員

⑥どうなったらよいか？（藤沢市が実現をめざすもの）

の追加

高年齢層の人数増

③（都築委員）GHの評価項目の提示と、アウトカムの

区分５、６の実人数とありますが、年齢層は評価対象に

はならないのか確認させていただきたいです。

変更点なし

現在、事業所からの報告事項に利用者の年齢層は報告事項

として提出を求めておりません。

またGH全体でみても利用者の高齢化が進んでいることか

ら、アウトカムとしては取り扱うことはしません。

松井委員

③活動指標　【活動基準】の追加

設置後の運営状況評価を実施する。

地域自立支援協議会に求められる内容が未実施であるこ

とから、早急に実施を行うための仕組みの構築が必要。

変更点なし

日中サービス支援型GHの制度創設により、総合支援協議

会は事業所開設時に事前相談、および開設後の定期的な評

価を行うこととしておりましたが、評価方法の確立や報告

様式の策定に時間を要したことから、定期的な評価を実施

できておりませんでした。しかし今年度より市内事業者に

対し、定期的な報告を求め、評価にあたっております。

野村委員

グループホームの評価が事業内容になっているが、「評

価」「意見・要望」となっていて、例えば低い評価で

あったグループホームに対して、意見を出したその改善

結果まで追跡する必要はないのか？評価することが支援

の充実につながるとも限らないのでは？

日中サービス支援型グループホームは、当該サービスの質

の確保を図る観点から、総合支援協議会から必要な要望、

助言等を行い、評価を行うこととされています。

評価は１年ごとに実施してくため、前回評価時の結果を比

較することで、業務の改善、充実につながると考えます。

施策の柱２－３　支援・サービス提供体制の確保

事業番号５４　福祉人材の確保

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

鈴木委員

③活動指標　【活動基準】の追加：イベント開催や人材

募集をSNSで発信する

若者はSNSによって情報収集をしているという背景があ

るので、SNSをもっと活用して情報を発信していく

留意事項に追記

人材募集に関しては、市から発信することはできません。

また現在イベント開催時に広報や藤沢市LINE等により発

信はしていますが、留意事項として今後もより多くの方へ

情報発信できるよう努めていきます。

松井委員

③活動指標　【活動基準】の追加

福祉に関心のない層にも働きかけるために必要な啓発動

画・グッズや、イベントの企画・実施

福祉に関心がある人に向けた取組みになっているが、こ

の人材不足を解消するためには、関心を持たない層をい

かに取り込んでいけるかが重要ではないか。

変更点なし

福祉に関心のある人だけでなく、福祉に関心のない人に向

けた企画されことが望まれますが、モニタリング指標とし

て取り扱うにあたり、3年間の推移の中で結果を示すこと

が難しい事項と考えます。

そのため、業績指標としては取り扱いません。

野村委員

「福祉人材の確保」とあるが、この項目に「障がい」と

いうくくりがない。「福祉人材」というと広くなりすぎ

るので、そもそもが「障がい者プラン」なので「障がい

福祉」に絞ってよいのでは？

現行プランでは、「福祉人材」と記載していますが、「障

がい福祉」としての意味が大きいです。次期プラン策定時

には記載することを検討します。



基本目標３　地域での生活を支える支援の充実【日常生活の支援】

施策の柱３－１　一人ひとりの必要に応じた支援の推進

事業番号５７　発達障がい者への支援体制の充実

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

都築委員

④業績指標　【評価基準】の追加

地域相談支援センターの相談件数の増

業績指数について、発達障がい者相談支援事業所の相談

件数だけでいいのか。地域相談で対応している件数は評

価の対象とはならないか。

発達障がいの相談内容は、福祉サービス提供だけでない

ソフト面での相談も多くあると思われるが、トピックス

は「サービス提供」となっている。

数値での評価というところで、あえてサービス提供とい

うところを出しているという理解でいいのか。

変更点なし

地域相談（藤沢市委託相談支援事業所　総合相談）におい

ても発達障がい者の相談を受けつけていますが、診断書等

の確認は行っておらず、正確な相談件数を抽出しておりま

せん。

現プラン策定時、発達障がいのある人が希望する福祉サー

ビスが利用できなかった経験があると調査結果にありま

す。そのため、幅広い障害福祉サービス提供をモニタリン

グ指標のトピックスとして取り上げています。

そのため、希望するサービス提供につながっているか、推

移を確認するため、発達障がい者相談支援事業所の相談件

数を取り扱っています。

松井委員

留意事項の追加

相談員や直接支援を行う職員に対し、発達障がいに関す

る専門的な支援スキルの向上を目的とした人材育成体制

の整備が必要。

支援困難な行動障害を伴う当事者への支援には、障がい

福祉サービス従事者の支援力向上が不可欠である。

市が指定する相談支援事業所の相談員と、神奈川県が指

定する障害福祉サービス事業の従事者(支援員)は、福祉

職を継続する経過の中では事業間の異動を伴うことが想

定されることから、育成に関する研修事業の取り組みに

ついては、県と市町の協力（会場確保等）体制を整備す

ることで資金面の課題解消につながる。

留意事項に追記

現在、強度行動障害に関する専門的知見を持ち、中核的人

材に助言、指導をおこなう「広域的支援人材」の設置が国

で進めています。

留意事項として、この広域的支援人材と連携し、支援力向

上に努めていきます。

野村委員

　「相談件数の増」とあるが、「相談件数」のみで、日

中活動実績・取組の状況を入れることは困難か？

日中活動については定期的に開催されており、実績・取り

組み状況の推移が判断しづらいです。そのため、業績指標

などに記載をしていません。

事業番号６６　重度重複障がい者個別支援事業

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

松井委員

支援困難な当事者への支援には、支援員のスキルを高め

ることに尽きると考えます。

その為、目標達成には人材育成に関する視点を常に持

ち、具体的な手立てを持って取り組みに反映させること

が必要。

留意事項に追記

留意事項として、国・県などと連携しつつ、支援力向上に

努めます。

野村委員

他のことも同様にいえるが、「利用者数・日数の増」を

指標としているが、率をみることも必要ではないか？例

えば、利用者数が1.1倍になったとしても希望者が1.5倍

であった場合は「達成」とは言えないのではないか。

現状、本事業は事業所からの申請をもとに、利用者数など

を抽出していますが、希望者数については把握できていま

せん。今後、希望するサービス提供につながっているか、

その推移を図るため、希望者数などを抽出できるよう検討

します。

施策の柱３－２　障がい福祉サービス等の充実

事業番号８４　メディカルショートステイ事業

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

鈴木委員

④業績指標　【評価基準】の追加：利用者数、利用者の

満足度を知るためのアンケートを行う、周知の努力を行

う

預けられればいいというわけではなく、本人の生活の質

に合っているかなど利用者からアンケートをとる。メ

ディカルショートステイの周知がまだまだ足りないと感

じる

変更点なし

現在、市内に該当事業所も少なく、利用者への満足度につ

いてアンケート調査を図る段階でないと考えます。そのた

め、今後事業を業績指標の推移を確認していく中で、検討

していきます。

施策の柱３－３　暮らしの場の確保支援

事業番号９２　住宅確保要配慮者に対する支援の充実

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

鈴木委員 ④業績指標　【評価基準】の追加：医療と福祉の連携
医療的ケアの必要な重度障がい者は医療と福祉の連携が

不可欠なので、グループホームでも対応可能にする

変更点なし

現在、市内に医療支援型グループホームの設置はないた

め、設置の促進については、引き続き課題として考えま

す。

松井委員

住居を貸す側、借りる側双方が、関係する法令の理解や

互いの事情・思いの共有が出来るような顔の見える関係

づくりの場が、様々な課題を解決していくきっかけとな

る。

留意事項に追記

留意事項として、今後事業の推移を確認するにあたり、希

望に沿った生活の場の提供が叶うよう、居住支援協議会な

どを通じ、関係づくりに努めます。

基本目標４　子どもの育ちを支える支援の充実【療育・教育等】

施策の柱４－２　学齢期における教育等支援体制の充実

事業番号１０２　特別支援教育の充実

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

野村委員

事業番号66と同様に、絶対数の件数ではなく、率の捉え

方の方がよくはないか？相談件数が1300件で、通所

サービス等につながったのは160件とは、多いのか、少

ないのか？6年度、7年度、8年度とみるときも、例えば

相談件数が倍とななって、対応できた件数が微増であれ

ば評価にならないのでは？

③活動指標・④業績指標の変更

野村委員の意見も参考に、評価基準等を変更しています。



施策の柱４－２　学齢期における教育等支援体制の充実

事業番号１０２　特別支援教育の充実

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

鈴木委員

④業績指標　【業績指標】の追記：教員向けの障害や医

療的ケアに関する研修会開催、通常学級との交流

④業績指標　【評価基準】の追加：研修会開催日数、参

加者数、交流回数

教員向けに様々な障害についてや医療的ケアに関する研

修会を行い、知識を深めるとともに専門的な人材の確保

に繋げる

通常学級との交流を通して社会性やコミュニケーション

能力を育みインクルーシブ教育を目指す

変更点なし

教員への障がい理解を深めることは必要だと考えるが、教

育分野に研修の実施を求めるまでは、至ってい以内。その

ため、協議会の連携支援部会において福祉と教育の連携を

議題として取り上げるよう、取り計います。

都築委員

④業績指標　【評価基準】の追加

特別支援学級児童生徒数（教員一人当たりの生徒数）

支援学校教員数／支援学校児童生徒数（教員一人当たり

の生徒数）

・教育環境の整備・質の向上のためには、教員数と児童

生徒数の両方を把握する必要がある。

・「インクルーシブ教育」を推進することによって、支

援学校に通学する児童生徒が「教育環境の整備」や「共

生社会の実現」から置き去りにならないようにする。

活動指標・業績指標の修正

現在、特別支援学級の設置が市内で進められており、それ

に応じて生徒、教員の増加が見込めます。しかし生徒に対

する教員の設置数は定められており、特別支援学級が増え

れば、生徒数、それに応じた教員の増が見込めるため、教

員の数は業績指標の評価基準としては取り扱いません。た

だし、特別支援学級、児童数の推移を見ることで、障がい

特性にかかわらない教育環境の整備の進捗の指標となるた

め、活動指標・業績指標を修正しました。

松井委員

地域状況の理解を広げるために、課題については教育行

政に留めず、地域自立支援協議会への参画をする等、他

分野と連携し、地域づくりの取り組を推進する。

留意事項の追記

留意事項として、自立支援協議会に参画する等、他分野と

連携し、地域づくりの取り組を推進することを記載しま

す。

野村委員

この分野はよくわからないが、「共生社会の実現を目指

す」ことと「支援学級数の増」とは結び付かないと見え

るのは間違いでしょうか？

支援学級数の増により、学齢期より障がいの有無にかかわ

らず、互いの個性を認め、共に過ごすインクルーシブルな

関係が見込まれます。

施策の柱４－３　切れ目のない障がい児支援の充実

事業番号１０７　児童発達支援センターの機能強化

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

都築委員

④業績指標　【評価基準】の追加

研修受講者数・参加事業所数

業績指標の研修回数に加えて研修受講者数や研修受講者

を参加させた事業所数も評価しないと、支援の質の偏り

についての評価ができないのでは危惧します。

ご指摘のとおり、業績指標を追加します。

基本目標５　社会参加を支える支援の充実【参加・活躍の支援】

施策の柱５－２　様々な活動への参加促進や支援

事業番号１４６　生涯学習事業等への障がい者の参画

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

野村委員

そもそも、この事業は「障がい者を対象に含む文化・ス

ポーツ等の事業を実施するとともに・・・」とあること

がおかしい？逆にいうと「通常の文化・スポーツ等の事

業は障がい者を対象に含まないから、わざわざ含む事業

を実施する必要があることにはならないか？そうではな

く、全ての企画等が障がい者も参画できるようにするこ

ととはならないのか？

現行プランの事業内容には「障がい者を対象に含む」と記

載していることから、ご指摘のとおり本事業を実施するに

あたり、「障がい者を対象に含む事業を企画する」必要が

あるように捉えることができます。,

次期プラン策定時には、全ての企画が障がいの有無を問わ

ず参加できるよう事業内容の検討をします。

施策の柱５－３　活動の手段や環境の確保

事業番号１５８　日常生活用具の充実

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

野村委員

日常生活用具の見直し、変更等は必要なことで、その件

数をみるのもわかるが、見直し・変更した結果がどのよ

うに必要としている人に伝わるか、伝えるかを加えてほ

しい。手引きにある、ホームページで案内は必要とする

人に伝わらない。

留意事項の追記

野村委員のご指摘のとおり、見直し、変更後の情報発信は

手引き、ホームページに記載するのみでした。

留意事項として、本計画を推進するにあたり、その情報発

信方法について検討していきます。

基本目標６　生活の安心を支える社会づくり【安心の基盤づくり】

施策の柱６－１　保健医療体制の確保

事業番号１６８　医療的ケアが必要な人などへの各種制度等活用支援

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

松井委員

ケアラー条例可決に伴い、地域における体制整備を進め

ること。

留意事項の追記

ご意見のとおり、地域の体制整備推進を心掛け、事業の推

移を確認していくことを留意事項とに記載します。

施策の柱６－２　緊急時対応・災害対策等の強化

事業番号１８０　要配慮者利用施設の避難確保計画

委員名 意見・修正点 回答の理由、背景、根拠等 その他意見 ご意見の反映状況（変更点）・委員意見への回答

松井委員
要配慮者個々の事情と、提供できるマンパワーのキャパ

シティを把握した取組みをすること。

安全・安心プラン作成時に支援者の実施可能事項について

確認しております。

野村委員

　「要配慮者利用施設」がどういったところを想定して

いるのかがよくわからないが、この「緊急時対応の強

化」においては、「要支援者の避難行動支援体制」の作

り方が大枠でくくりすぎていると思われる。障がい者支

援課からの案内がわかりにくい。事業番号173か177の

方を具体的に出したらどうか。

要配慮者施設は高齢者施設や障がい児・者施設など、災害

発生時に自らを守るための一連の行動をとることが困難で

あったり、避難所で生活する場合に、他者の配慮を必要と

する方々が主に利用する施設です。

本事業では障がい者個々の避難計画「安全・安心プラン」

の作成状況、要配慮者利用施設での避難確保計画の作成及

び計画に基づく避難訓練等の実施状況を把握し、各計画作

成の支援を行います。

このうち、現プラン見直し時の重点推進項目として「安

全・安心プラン」の作成の推進を取り上げています。その

ためプラン件数件数の推移を確認することで、障がい者の

緊急時対応・災害対策の強化が行われているかの指標とし

ます。



資料３－１ 

 

（次期）ふじさわ障がい者プラン策定に向けた聞き取り調査 実施概要（案） 

 

１ 聞き取り調査の目的 

 障がいのある人やその保護者等の困りごとや施策へのニーズ等に関する情報を把握するこ

とを目的に、市内の当事者・家族団体等を対象に聞き取り調査を実施します。 

また、現場での課題や、より効果的な支援のために必要と考える施策へのニーズ等に関する

情報を把握することを目的に、障がいのある人に支援やサービスを提供している障がい福祉サ

ービス提供事業者に対しても聞き取り調査を実施します。 

 

２ 実施期間及び実施方法 

（１）実施期間（予定） 

２０２５年（令和７年）６月～８月 

 

（２）実施方法 

   各団体等に対して、聞き取り調査事前ヒアリングシートを送付し、各項目に記入してい

ただきます。聞き取り調査当日は、記入シートで記載された回答等を踏まえて、聞き取り

調査を行います。 

 

３ 対象者 

（１）藤沢市障がい福祉団体連絡会に加入する当事者・家族団体 １２団体 

 

 団体名等 
参考：参加人数 

（令和４年度実施時） 

1 藤沢市肢体障害者協会 7人 

2 藤沢市視覚障害者福祉協会 5人 

3 藤沢市聴覚障害者協会 2人 

4 藤沢市肢体不自由児者父母の会 3人 

5 藤沢市手をつなぐ育成会 5人 

6 藤沢市自閉症児・者親の会 6人 

7 藤沢ひまわり会 7人 

8 日本オストミー協会神奈川支部 5人 

9 藤沢市腎友会 3人 

10 藤沢言語友の会（事前情報記入シートにて意見を確認） － 

11 藤沢市 ALS/神経難病患者の会（オリーブの会） 4人 

12 チャレンジⅡ日中活動（家族会） 8人 

 

 

 



（２）市内障がい福祉サービス提供事業者 ６種別（市内事業所連絡会等へ参加依頼する） 

 グループ 
参考：参加人数 

（令和４年度実施時） 

1 相談系サービス提供事業者 3か所 3人 

2 居宅系サービス提供事業者 2か所 2人 

3 日中活動系サービス提供事業者 4か所 4人 

4 居住系サービス提供事業者 4か所 4人 

5 就労系サービス提供事業者 1か所 1人 

6 児童通所系サービス提供事業者 3か所 3人 

 

４ 調査項目 

（１）当事者・家族団体等向け 

ア 生活をする上での困りごと 

イ 生活をする上での困りごとについて相談する相手・団体 

ウ 日常生活を送る中で応援してくれる人・団体 

エ 災害時における準備やその不安又は必要な支援 

オ 日常生活において、急遽、家族等の支援が受けられなくなる可能性を考慮した準備

やその不安又は必要な支援 

カ 将来的に家族等からの支援が得られなくなる可能性を考慮した準備やその不安又は

必要な支援 

キ 藤沢市で仕事や生活をする上で不足していると感じる支援や問題 

ク 藤沢市で仕事や生活をする上で「利用しやすい」や「有効だ」と感じること 

ケ 本人を中心とした地域での交友関係 

コ 藤沢市に期待する障がい者施策生活を送る上での困りごとについて 

 

（２）事業者団体向け 

ア サービス提供において感じている課題 

イ 各サービスにおける直近のニーズおよび将来動向 

ウ 藤沢市に不足していると感じる支援施策、充実が必要な施策 

エ 権利擁護の取組 

オ 感染症や非常災害の発生時等、防災についての取組や備え 

カ デジタル技術（AI、ICT、IoT、ロボット）の活用（介助負担軽減、事務負担軽減、余

暇支援） 

キ 藤沢市に期待する障がい者施策 

 

以 上   



資料３－２ 

 

 

（次期）ふじさわ障がい者プラン策定に向けたアンケート調査 実施概要（案） 

 

１ アンケート調査の目的 

本市では、障がいのある人や、障がい児及びその保護者の日常生活の困りごと、施策ニーズ、

福祉サービスの利用状況や満足度、今後の利用意向、利用上の問題点などを把握し、計画策定

（見直し）の基礎資料とすることを目的とし、アンケート調査を実施するものです 

 

２ 実施期間及び実施方法 

（１）実施期間（予定） ２０２５年（令和７年）１１月～１２月 

（２）配布・回収方法  郵送・オンライン回答 

３ 対象者 

（１）障がい当事者 

１８歳以上で市内に住民票があり、障がい者手帳をお持ちの方、自立支援医療を受給されてい

る方、発達障がい、高次脳機能障がい、難病の方を無作為抽出 

（２）障がい児の保護者 

１８歳未満で市内に住民票があり、障がい者手帳をお持ちの方、自立支援医療を受給されてい

る方、発達障がい、高次脳機能障がい、難病の方の保護者 

４ 調査票の配布数 

（１）障がい当事者向け １，５００件 

（２）障がい児の保護者向け ５００件 

５ 調査項目 

（１）障がい当事者向け 

ア 生活や障がい等の状況 

イ 障がいや病気等での病院利用 

ウ 外出・地域活動 

エ 障がい者への理解 

オ 防災 

カ 相談や福祉情報の入手 

キ 福祉サービスの利用 

ク 就労 

ケ 今後に向けて 

 

（２）障がい児の保護者向け 

ア 生活や障がい等の状況 

イ 外出・地域活動 

ウ 障がい者への理解 

エ 防災 

オ 相談や福祉情報の入手 



 

 

カ 療育・教育 

キ 福祉サービスの利用 

ク 今後に向けて 

 

 

以 上   



藤沢市障がい者総合支援協議会等　スケジュール（予定）

会議名称 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

藤沢市障がい者総合支援協
議会（総合支援協議会）

第３回(1/27)
・各専門部会からの報告
・日中サービス支援型グルー
プホームの定期報告 中旬

第１回
第２回 第３回 第４回

運営会議（総合支援協議会） 第１回 第２回 第３回 第４回

相談支援部会

連携支援部会

就労支援部会

生活支援部会

ふじさわ障がい者プラン検討
委員会（計画検討委員会）

第4回(1/20)
・ふじさわ障がい者プラン２０
２６（中間見直し）障がい者計
画モニタリング指標について
・次年度実施事項（アンケート
調査、聞き取り調査）の概要
説明

下旬頃
第１回
・R7スケジュールの確認
・中間見直しモニタリングに
ついて
・聞き取り調査事前記入
シート（案）について

第２回
・聞き取り調査途中経過
・障がい者プラン 市民アン
ケート について
・

第３回
・市民アンケートについて
R6中間見直しモニタリング
結果 第４回

運営会議（計画検討委員会） 2024.12月中に実施 第１回 第２回 第３回 第４回

１　受託者の選考

（５月末）
プレゼンテーション

（６月初旬）
選定結果発表
（６月中旬）
委託契約

２　聞き取り調査

事前ヒアリングシートの内
容について委員から意見収
集

第１回委員会にて事前ヒア
リングシートの内容確定→
５月末配布

（６月中）ヒアリングシート回
収

（下旬）各団体等への聞き
取り調査日程調整

聞き取り調査 聞き取り調査 聞き取り調査等の集
計・分析

（第３回委員会）
調査結果の報告

聞き取り調査報告書を提出

３　アンケート調査 アンケート対象者抽出

障がい者等のニーズに関
するアンケート調査の基本
設計（素案作成）

（第２回討委員会）にて委員
からの意見を反映→アン
ケート調査案の修正

（第３回委員会）アンケート
調査修正案を提示し、意見
聴取

（上旬）アンケート調査案確
定
（下旬）アンケート調査実施

アンケート調査実施 アンケート回収・集計・分析 アンケート回収・集計・分析 アンケート調査報告書を提
出

（仮称）藤沢市医療的ケア地域支援協議会 令和７年度より開催予定。会議開催方法は総合支援協議会に則り実施していく。会議開催日、回数は未定。
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資料５ 
 

ケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例をここに公

布する。 

令和６年１２月１９日 

藤沢市長 

鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市条例第４６号 

ケアをされる人もする人も自分らしい生き方ができる藤沢づくり条例 

人は、みな誰かから身体や心のケアをされて生きています。人生の中では、誰も

がケアをされる側にもケアをする側にもなります。ケアは、人と人との関係をつな

ぐ大切な行為です。 

 しかし、そのケアをケアラーだけが担って孤立することによって、心身の健康を

害したり、人生の選択に困難が生じ自分らしい人生を諦めたりするようなことがあ

ってはなりません。ケアを必要とする当事者への社会的な支援が十分に得られるよ

うに努めるとともに、ケアをされる人もケアをする人もどちらもが大切にされ、夢

と希望を持って健康で文化的な自分らしい人生を送ることができるよう、社会の仕

組みを整えていくことが必要です。 

ケアをされる人とケアをする人の声や希望を政策に反映し、「誰一人取り残さな

い」藤沢をつくることを目指し、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、ケアラー及びケア対象者を社会全体で支えるため、ケアラー

に対する支援（以下「ケアラー支援」という。）に関する基本理念を定め、市の

責務並びに市民等、事業者、関係機関及び学校等の役割を明らかにするとともに、

ケアラー支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図ることにより、全ての

ケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現することを目的と

します。 

（定義） 



 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによります。 

(1) ケアラー 高齢、障がい、疾病その他の理由により援助を必要とする家族、

友人その他の身近な人に対して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他

の援助（以下「介護等」という。）を提供する者をいいます。 

(2) ヤングケアラー ケアラーのうち、１８歳未満の者をいいます。 

(3) 若者ケアラー ケアラーのうち、１８歳からおおむね４０歳に達するまでの

者をいいます。 

(4) ビジネスケアラー ケアラーのうち、主として仕事をしている者をいいます。 

(5) ケア対象者 ケアラーから介護等の提供を受ける者をいいます。 

(6) 市民等 市内に居住する者、通勤する者及び通学する者をいいます。 

(7) 事業者 市内で事業活動を行う者をいいます。 

(8) 関係機関 介護、医療、教育、就労、児童の福祉、障がい者、障がい児又は

生活困窮者の支援その他これらに類する分野の業務を行い、その業務を通じて

日常的にケアラーに関わる可能性がある機関をいいます。 

(9) 学校等 関係機関のうち、ヤングケアラー又は若者ケアラーと関わり、又は

関わる可能性がある学校その他教育に関する業務を行う機関をいいます。 

(10)民間支援団体 ケアラー支援を行うことを目的とする民間の団体をいいます。 

（基本理念） 

第３条 ケアラー支援は、全てのケアラーとケア対象者が、個人としてその意思を

尊重され、将来に夢と希望を持って健康で文化的な生活を営むことができるよう 

に行われなければなりません。 

２ ケアラー支援をするに際しては、ケア対象者及びその家族等に対する包括的な

支援が行われなければなりません。 

３ ケアラー支援は、市、市民等、事業者、学校等を含む関係機関、民間支援団体

等の多様な主体が互いに連携しながら、ケアラーが孤立することのないよう社会

全体で支えるように行われなければなりません。 

４ ヤングケアラーに対する支援は、市、市民等、事業者、学校等を含む関係機関、

民間支援団体等の多様な主体が互いに連携しながら、子どもの権利が最大限に尊 

重され、心身の健やかな成長及び発達並びに適切な教育の機会が確保されるよう 



 

に行われなければなりません。 

５ 若者ケアラーに対する支援は、その時期が子どもから社会人への移行期である

こと及び社会生活上の重要な選択がなされることの多い時期であることを踏まえ

て行われなければなりません。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介

護、障がい者及び障がい児の支援、医療、教育又は児童の福祉に関する制度その

他ケアラー支援に関する制度を勘案し、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ

計画的に実施するものとします。 

２ 市は、前項の施策を実施するに当たっては、ケアラーの意向を尊重するととも

に、市、市民等、事業者、学校等を含む関係機関、民間支援団体等と相互に連携

を図るものとします。 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラ

ー支援の必要性についての理解を深め、ケアラーが安心して暮らすことができる

地域づくりに努めます。 

２ 市民等は、ケアラー支援に関する市の施策及び事業者、学校等を含む関係機関、

民間支援団体等の活動に協力するよう努めます。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラ

ー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する市の施策に協力す

るよう努めます。 

２ 事業者は、雇用する従業員がビジネスケアラーである可能性があることを認識

し、当該従業員がビジネスケアラーであると認められるときは、その意向を尊重

しつつ、当該従業員が勤務するに当たっての配慮、情報の提供その他の必要な支

援を行うよう努めます。 

（関係機関の役割） 

第７条 学校等を除く関係機関は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている

状況及びケアラー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する市

の施策に協力するよう努めます。 



 

２ 学校等を除く関係機関は、日常的にケアラーに関わる可能性がある立場にある

ことを認識し、その業務を通じて関わりのある者等がケアラーであると認められ

るときは、その意向を尊重しつつ、その業務において当該ケアラーの健康状態、

生活環境等を確認し、支援の必要性を把握するよう努めます。 

３ 学校等を除く関係機関は、支援を必要とするケアラーに対し、情報の提供、適

切な他の関係機関、民間支援団体等への案内又は取次ぎその他の必要な支援を行

うよう努めます。 

（学校等の役割） 

第８条 学校等は、基本理念にのっとり、ケアラーが置かれている状況及びケアラ

ー支援の必要性についての理解を深め、ケアラー支援に関する市の施策に協力す

るよう努めます。 

２ 学校等は、日常的にヤングケアラー及び若者ケアラーに関わる可能性がある立

場にあることを認識し、関わりのある者がヤングケアラー又は若者ケアラーであ

ると認められるときは、その意向を尊重しつつ、教育の機会の確保に係る状況、

健康状態、生活環境等を確認し、支援の必要性を把握するよう努めます。 

３ 学校等は、支援を必要とするヤングケアラー及び若者ケアラーからの相談に応

じるとともに、当該ヤングケアラー及び若者ケアラーに対し、市、関係機関、民

間支援団体等と連携し、必要な支援を行うよう努めます。 

（ケアラー支援計画） 

第９条 市は、第４条の規定によりケアラー支援に関する施策を実施するためのケ

アラー支援計画（以下「支援計画」という。）を策定するものとします。 

（ケアラー支援協議会の設置） 

第１０条 市は、支援計画に関すること及びケアラー支援に関する施策の総合的か 

つ計画的な推進について意見を求めるため、藤沢市ケアラー支援協議会（以下  

「協議会」という。）を設置します。 

２ 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定めます。 

（広報及び普及啓発の促進） 

第１１条 市は、広報及び普及啓発を通じて、市民等、事業者、学校等を含む関係

機関、民間支援団体等が、ケアラーが置かれている状況についての理解及びケア

ラー支援に関する知識を深め、社会全体からケアラー支援が推進されるよう、必



 

要な施策を講じるものとします。 

２ 市は、ケアラーが自らの置かれている状況について理解し、必要な支援を求め

ることができるようにするため、市民等、事業者、学校等を含む関係機関、民間

支援団体等に対し、ケアラー支援についての普及啓発その他の必要な措置を講じ

るものとします。 

（早期発見） 

第１２条 市、事業者、学校等を含む関係機関、民間支援団体等は、ケアラーを発

見しやすい立場にあることを認識し、早期発見に向けた情報の共有を図るととも

にケアラーが置かれている状況を把握するよう努めます。 

（財政上の措置） 

第１３条 市は、ケアラー支援に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置

を講じるよう努めるものとします。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行します。 

 

 

 




